
別記様式第１号(第２条、第５条関係) 
 

周南市ゆめプラザ熊毛使用許可・使用料減免申請書 
 

年  月  日 

（宛先）周南市長 

     団体名                      

 申請者 住 所                      

氏 名                      
 
次のとおり、周南市ゆめプラザ熊毛を使用したいので申請します。 

使用責任者 

氏名 
 

使用責任者 

電話番号 
 

使 用日 時 

年   月   日(   )   時   分から   時   分まで 

年   月   日(   )   時   分から   時   分まで 

年   月   日(   )   時   分から   時   分まで 

年   月   日(   )   時   分から   時   分まで 

年   月   日(   )   時   分から   時   分まで 

使 用 室 

□第１会議室  □第２会議室 

□第３会議室  □第４会議室 

□第５会議室 

□多目的ホール □和室 

□大会議室   □調理実習室 

 

使用目 的 

 

 

 

使用人 員          人（1回につき） 

物品販売・入場料徴収 有    ・    無 

備 考  
 
（宛先）周南市長 

                     団体名                 

周南市ゆめプラザ熊毛条例（平成21年周南市条例第44号）第８条第２項の規定により、

使用料の減免を申請します。 

周南市ゆめプラザ熊毛条例施行規則（平成30年周南市規則第36号）第５条第 項第   

号該当 

第１項 

⑴ 市以外の官公庁が使用するとき。 50％減額 

⑵ 市又は教育委員会が後援するとき。 

（入場料その他これに類する料金を徴収する場合

を除く。） 30％減額 

⑶ その他市長が特に必要と認めるとき。 市長が定

める割合の減額 

第２項 

⑴ 市又は教育委員会が主催し、又は共催するとき 免除 

⑵ ゆめプラザの設置目的に沿って、市内の公共的団体が使

用するとき。 免除 

⑶ 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び社

会福祉施設の幼児、児童、生徒及び学生により組織された

団体が、教育目的で使用するとき。 免除 

⑷ その他市長が特に必要と認めるとき。 免除 

 

使用料        円 

 

決
裁 

管理者  受付 使用 割増 減免 

   
□許可 

□不許可 

□営利（  ％） 

□非営利 

   （  ％） 

□減額（  ％） 

□免除 

□減免しない 

 


